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経済建設委員会会議録 

 

 

平成２８年９月２６日（月） 

（開 会） １０：００ 

（閉 会） １０：４７ 

 

【 案  件 】 

１．議案第１１８号 市道路線の認定 

２．認定第１３号 平成２７年度 飯塚市水道事業会計決算の認定 

３．認定第１４号 平成２７年度 飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定 

４．認定第１５号 平成２７年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定 

５．経済施設等対策について 

 

【 報告事項 】 

１．専用場外発売所の開設について                   （経営管理課） 

２．九州（日本）・韓国経済交流会議について              （産学振興課） 

３．「飯塚地域自動車産業研究会・直鞍自動車産業研究会・直鞍産業振興 

世界戦略研究会平成２８年度合同セミナー」の開催について      （産学振興課） 

４．「メディコラボキックオフイベント（医工学連携フォーラム）」及び 

「医療機器ニーズ発表マッチング会」の開催について         （産学振興課） 

５．飯まちプレミアム商品券の完売について               （商工観光課） 

６．市道上における車両損傷事故について                （土木管理課） 

７．平成２８年９月１２日の秋雨前線豪雨による災害について       （農業土木課） 

８．飯塚市立地適正化計画における都市機能誘導区域（案）、居住誘導区域（案） 

の公表について                      （地域連携都市政策室） 

９．工事請負契約について                       （契 約 課） 

                                          

 

○委員長 

 ただいまから経済建設委員会を開会いたします。「議案第１１８号 市道路線の認定」を議

題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○土木管理課長 

 「議案第１１８号 市道路線の認定」について、補足説明をさせていただきます。議案書の

１２９ページをお願いいたします。市道路線の認定につきましては、道路法第８条第１項の規

定に基づき、市道路線を認定するにあたり、同条第２項の規定に基づき議会の議決を求めるた

め提出するものでございます。 

今回認定する路線は、４路線、延長５９０．２メートルでございます。路線明細の左端に記

載しております一連番号１番、２番の路線は開発帰属に伴う路線認定を行うものでございます。

路線箇所は１３０ページに記載しております。一連番号３番の路線は寄附採納に伴う路線認定

を行うものでございます。路線箇所につきましては１３１ページに記載しております。続きま

して、一連番号４番の路線は路線の見直しに伴う路線認定を行うものでございます。路線箇所

は１３２ページに記載しております。 

以上、簡単ではございますが、補足説明を終わります。 
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○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はございませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１１８号 市道路線の認定について」は、原案のとおり可決する

ことにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「認定第１３号 平成２７年度飯塚市水道事業会計決算の認定」、「認定第１４号 

平成２７年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定」及び「認定第１５号 平成

２７年度飯塚市下水道事業会計決算の認定」、以上３件を一括議題といたします。執行部に補

足説明を求めます。 

○上下水道局総務課長 

「認定第１３号 平成２７年度飯塚市水道事業会計決算の認定」、「認定第１４号 平成

２７年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定」及び「認定第１５号 平成２７年

度飯塚市下水道事業会計決算の認定」について、一括して補足説明いたします。 

まず、第１３号の水道事業会計の決算について、説明いたします。決算書の１ページをお願

いいたします。収益的収入、支出の決算につきましては、表の２段目になりますが、収入の決

算額が２４億２５５８万８０７３円となり、予算に対し３０１１万７３円の増となっておりま

す。また、支出の決算額は表の４段目ですが、２１億４０９９万３３２８円となり、

４３７５万８６７２円が不用額となっております。不用額は、主に電気料、委託料、工事請負

費の執行残によるものでございます。２ページの資本的収入、支出の決算につきましては、表

の２段目で収入の決算額が１３億１３１２万８０６０円となり、予算に対しまして７４４３万

２９４０円の減となっております。減収は第８期拡張事業の工事、これを２８年度に繰り越し

を行いまして、この工事費の執行残により、その財源としております企業債、出資金が減とな

ったものでございます。また、支出の決算額は表の４段目になりますが、２１億６７２２万

１９６３円となり、翌年度に繰り越す１億１２８７万２千円を差し引いた不用額は１億

６３５６万３０３７円となります。不用額は、主に各事業での工事請負費の執行残によるもの

でございます。３ページの損益計算書につきましては、下から３段目に記載しておりますよう

に、２７年度は１億８００８万３５７７円の純利益となっております。 

続きまして、第１４号の産炭地域小水系用水道事業会計の決算について、ご説明いたします。

２５ページをお願いいたします。収益的収入、支出の決算につきましては、表の２段目になり

ますが、収入の決算額が４５０４万９１９円となり、予算に対し１３３万６０８１円の減とな

っております。また、支出の決算額は表の４段目ですが、４３１６万７１５円となり、

２１６万４２８５円が不用額となっております。次に、２６ページをお願いいたします。資本

的収入、支出の決算につきましては、表の２段目、収入の決算額が予算同額の２４６１万１千

円となっております。また、支出の決算額は４段目になりますが、２７４７万１８９円となり、

７０７万４８１１円が不用額となっております。不用額は、主に委託料及び工事請負費の執行

残によるものでございます。２７ページの損益計算書につきましては、下から３段目に記載し

ておりますように、２７年度は１６６万８４１２円の純利益となっております。 

続きまして、第１５号の下水道事業会計の決算について、ご説明いたします。３９ページを

お願いいたします。収益的収入、支出の決算につきましては、表の２段目ですが、収入の決算
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額が２０億９７０万７７６１円となり、予算に対し７０５万４７６１円の増となっております。

増収は主に下水道使用料、雨水処理負担金の増によるものでございます。また、支出の決算額

は表の４段目ですが、１７億６６５６万６５３５円となり、５３００万６４６５円が不用額と

なっております。不用額は主に修繕費、委託料及び工事請負費の執行残でございます。

４０ページをお願いいたします。資本的収入、支出の決算につきましては、表の２段目ですが、

収入の決算額が８億６２４万３７２２円となり、予算に対し７７９３万２７８円の減となって

おります。減収は主に企業債の減、工事負担金の減によるものでございます。また、支出の決

算額は表の４段目で１４億７７５５万６２４４円となり、１億１２６７万７７５６円が不用額

となっております。不用額は主に委託料、工事請負費の執行残によるものでございます。

４１ページの損益計算書につきましては、下から３段目に記載しておりますように、２７年度

は２億１６６０万７３８９円の純利益となっております。 

以上が各会計の決算の概要でございますが、それぞれについて決算附属書を作成し、２７年

度中の各事業の概況について記載いたしております。また、決算書とは別に、決算収支の総括

表などを資料として提出しております。 

以上で、認定議案３件の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、資料要求があればお受けしたいと思います。資料要求はございま

せんか。 

（ 資料要求なし ） 

資料要求はないということですので、本案３件は慎重を期して閉会中に審査するこというこ

とで、いずれも継続審査といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案３件はいずれも継続審査とすることに決定いたしまし

た。 

本委員会に付託を受けております、「経済施設等対策について」、執行部より「８月１日の

経済建設委員会以降の動き」などについて説明をしたい旨の申し出があっておりますので、

「経済施設等対策について」を議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。「経済施設等対策について」を議題といたします。 

「８月１日の経済建設委員会以降の動き」などについて、執行部の説明を求めます。 

○経済施設等対策室主幹 

経済施設等対策について、ご説明をいたします。Ａ４の資料「経済施設等対策について」を

ご覧ください。 

まず、「１．庄内温泉筑豊ハイツについて」でございますが、平成２８年８月１日の経済建

設委員会以降の動きにつきましては、同委員会におきまして、道祖委員より「幅広くいろいろ

な民間事業者からヒアリングを実施すべきでないか」といったご意見を伺っておりましたので、

その件につきまして検討いたしました結果、ここに記載しておりますように、再整備に係る民

間事業者からの意見や提案を広く受けたい旨の記事掲載を出版社等に依頼いたしましたところ、

ここに記載しております機関紙２社に掲載をしていただいております。別紙１をお願いいたし

ます。１社目は、九建日報の９月５日号でございますが、九建日報は、日刊紙でございまして、

発行部数２万５０００部、主な購読者は、土木関係業者・団体及び関連機械・資材業者、建設

関係業者・団体、それから建設設計業者、商社、金融機関等でございます。２社目は、商業施

設新聞の９月６日号でございまして、商業施設新聞は、週刊紙で発行部数２万部、主な購読者

は、デベロッパー、建設設計業者、空調・照明等建物設備業者、建築資材業者、テナント企業

等でございます。その効果といたしまして、先日、民間事業者１社から連絡がございまして、
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詳しく話を聴きたいとのことでございましたので、後日お会いすることといたしております。 

次に、②今後のスケジュール等についてでございますが、引き続き、民間事業者へのヒアリ

ングを継続し、市に有効な方向性を探りたいというふうに考えております。 

続きまして、「２．飯塚市地方卸売市場について」でございますが、同じく平成２８年８月

１日の経済建設委員会以降の動きにつきましては、まず、飯塚市地方卸売市場等施設整備基本

構想策定支援業務委託を行っておりますが、平成２８年８月８日に選定委員会を開催いたしま

して、プレゼンテーションに２社の参加をいただき、選定いたしました結果、８月９日に公益

財団法人九州経済調査協会に決定をいたしました。その後、８月１８日に契約を締結いたしま

して、９月５日月曜日に、第１回目の飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会を開催してお

りますが、同委員会におきます代表的な意見といたしましては、「市場整備には商圏の詳細な

分析をし、かつ現状把握と将来見通しをしっかり行うことが重要である」、また、「場外市場

を検討するのであれば、卸売市場整備後に議論することは難しいので、卸売市場の整備とあわ

せて検討すべきだ」との意見が出されております。 

なお、配布資料及び会議録につきましては、市のホームページにて公開中でございますし、

委員構成につきましては、別紙２のとおりとなっております。 

次に、今後のスケジュール等についてでございますが、１０月５日に第２回目の検討委員会

を開催いたす予定でございますが、内容といたしましては、市有地の候補地を提案したいとい

うふうに考えております。また、第３回目の検討委員会を１１月１日に開催する予定でござい

ますが、このときには、先進地視察を検討しております。 

 以上をもちまして、経済施設等対策について、説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め、全般についての質疑を許し

ます。質疑はございませんか。 

○道祖委員 

筑豊ハイツ、早速意見を聞いていただいて、広く民間企業からの意見を募集するということ

で取り組んでいただきまして、ありがとうございました。これ一応スケジュールがありますけ

れど、継続するということでありましたけれど、民間の声を聞くのはいつごろまでというふう

に考えておるんでしょうか。 

○経済施設等対策室主幹 

２０２０年のオリンピック・パラリンピックの事前合宿地に誘致活動をしております関係で、

希望というより、理想といたしましては、平成２９年度の当初予算に間に合う形で一定の方向

性が出せればというふうに思って、今のところ事務を進めているところでございますが、なか

なか民間事業者の腰も重く、非常に厳しい状況でございますので、最終的な意思決定はもう少

し先になる可能性もあろうかと思いますが、今は担当課の理想としては、平成２９年度当初予

算に間に合うところで、一定の方向性を出したいというふうに思っております。 

○道祖委員 

それは年内ということで理解していいですか。平成２８年の１２月までくらいと。 

○経済施設等対策室主幹 

 当初予算の策定時期が、最終的に当初予算の市長副市長ヒアリングが、たしか平成２９年の

１月中旬ぐらいになろうかと思いますので、それに間に合うようにはというふうに考えており

ます。担当課の意思決定としましては、１２月中にというふうに思っております。 

○道祖委員 

それと、地方卸売市場についてですけれど、ここに今後のスケジュール等が載っております。

平成２９年２月に第５回検討委員会が開催される予定になっておりますけれど。これは、結論

は年度内に出すということで計画しておるというふうにとってよろしいんでしょうか。 
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○経済施設等対策室主幹 

こちらにつきましては、一応、コンサル委託といいますか、基本構想策定が２月中になって

おります。コンサル委託自体は変更等もあるかもしれませんので、３月末までということにな

っておりますが、それに間に合うように市の内部での意思決定が要りますので、２月中には基

本的なことをまとめ、３月中には市の意思決定機関で最終決定をしていただきたいというふう

に思っております。 

○委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

（ な  し ） 

本件については引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたいと思い

ます。 

おはかりいたします。執行部から、案件に記載の９件について、報告したい旨の申し出があ

っております。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって報告を受けることに決定いたしました。 

「専用場外発売所の開設について」、報告を求めます。 

○経営管理課長 

専用場外発売所開設５件について報告いたします。提出資料をお願いいたします。 

１件目でございますが、名称はオートレース三股、開設場所は宮崎県三股町サテライト三股

内、設置者は株式会社サテライト宮崎、管理施行者は飯塚市。施設の概要ですが、オート競輪

共用席２０１席、窓口数３窓となっております。年間総発売日数は３４０日程度を予定してお

り、オープン予定は１０月下旬でございます。 

次に２件目でございますが、名称はオートレースあだたら、開設場所は福島県二本松市サテ

ライトあだたら内、設置者は有限会社 本陣、管理施行者は伊勢崎市。施設の概要ですが、

オート競輪共用席６７４席、窓口数５窓となっております。年間総発売日数は３４０日程度を

予定しており、８月７日にオープンをいたしております。 

次に３件目でございますが、名称はオートレース宮城、開設場所は宮城県村田町サテライト

宮城内、設置者は株式会社サテライト宮城、管理施行者は伊勢崎市。施設の概要ですが、オー

ト競輪共用席５１６席、窓口数４窓となっております。年間総発売日数は３４０日程度を予定

しており、８月７日にオープンをいたしております。 

次に４件目でございますが、名称はオートレースしおさい鹿島、開設場所は茨城県鹿嶋市サ

テライトしおさい鹿島内、設置者は株式会社三和、管理施行者は川口市。施設の概要ですが、

オート競輪共用席４８４席、窓口数５窓となっております。年間総発売日数は３４０日程度を

予定しており、８月１９日にオープンをいたしております。 

次に５件目でございますが、名称はオートレース大和、開設場所は宮城県大和町サテライト

大和内、設置者は松戸公産株式会社、管理施行者は川口市。施設の概要ですが、オート競輪共

用席３３５席、窓口数５窓となっております。年間総発売日数は３４０日程度を予定しており、

９月１０日にオープンをいたしております。 

以上、簡単でございますが、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「九州（日本）・韓国経済交流会議について」、報告を求めます。 

○産学振興課長 
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お手元に配布しております「第２３回九州・韓国経済交流会議概要」と記載しております資

料をご覧ください。九州と韓国が、中小企業を中心に、それぞれが有する資金・技術・人材等

の地域資源を相互補完し、貿易・投資及び産業技術の交流拡大と地域間交流を促進することを

目的に、１９９３年より九州と韓国で交互に開催されております国際会議である九州・韓国経

済交流会議が、今回のテーマが医工学連携、ヘルスケア産業ということで、本市において平成

２８年１０月１２日から１３日の日程で開催されます。 

この会議では、医工学連携、ヘルスケア産業をテーマに、九州韓国両国の事例発表などが行

われます。日本側の医工学連携事業につきましては、田中経済部長が事例発表をいたします。

また、インバウンド事業産業視察といたしまして、嘉穂劇場や飯塚オートレース場を、また、

医療事業産業視察をいたしまして、市内の医療機関などの視察も実施いたします。この会議を

契機といたしまして、医工学連携、インバウンド事業に関して、韓国との交流に繋げていけれ

ばと考えております。 

以上、簡単ですが、報告を終わらせていただきます。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「「飯塚地域自動車産業研究会・直鞍自動車産業研究会・直鞍産業振興世界戦略研究

会 平成２８年度合同セミナー」の開催について」、報告を求めます。 

○産学振興課長 

お手元に配布しております「飯塚地域自動車産業研究会・直鞍自動車産業研究会・直鞍産業

振興世界戦略研究会 平成２８年度合同セミナー」の開催について」と記載しております資料

をご覧ください。飯塚地域自動車産業研究会は、飯塚市、嘉麻市、桂川町の自動車関連企業

３４社から構成される組織で、自動車産業における地域企業の新規参入及び受注拡大の促進と

あわせ、地域産業の振興を目的に活動いたしております。これまで飯塚地域自動車研究会では、

自動車関連企業の訪問や工場見学等を単独で実施しておりましたが、この度、直鞍地域の研究

会と交流・連携を目的といたしまして、飯塚地域自動車産業研究会・直鞍自動車産業研究会・

直鞍産業振興世界戦略研究会の合同セミナーを平成２８年１０月１８日午後３時より、筑豊ハ

イツにおきまして開催いたします。 

事業概要といたしましては、各研究会組織の紹介、福岡県支援機関からの支援制度等の紹介、

基調講演、交流会を予定いたしております。基調講演につきましては、トヨタ自動車九州株式

会社の代表取締役会長である二橋岩男様にお願いいたしております。また、二橋会長のご協力

によりまして、１１月または１２月をめどに、トヨタ自動車九州株式会社テクニカルセンター

におきまして、トヨタ自動車九州調達・設計・設備等の担当者及びトヨタ自動車九州の協力企

業であり、一次サプライヤーで構成される九愛会の担当社員に向けた、研究会会員企業による

製品展示会も予定しておりますので、今後、直鞍と飯塚地域との企業間取引、トヨタ自動車九

州及び一次サプライヤーとの受注等に向けて、活動を継続していきたいと考えております。 

以上、簡単ですが、報告を終わらせていただきます。 

○委員長 

報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「「飯塚メディコラボキックオフイベント（医工学連携フォーラム）」及び「医療機

器ニーズ発表マッチング会」の開催について」、報告を求めます。 

○産学振興課長 
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お手元に配布しております「コラボから生まれる、明日の医療イノベーション。飯塚メディ

コラボ 始動」と記載しておりますパンフレット及び「「飯塚メディコラボキックオフイベン

ト」＆「医療機器ニーズ発表・マッチング会」のご案内」と記載しておりますチラシをご覧く

ださい。飯塚メディコラボとは、飯塚病院、福岡県済生会飯塚嘉穂病院、飯塚市立病院が連携

して実施する、医療機器の開発や医療サービスの創出を目指す方が医療現場に入り、臨床現場

を観察することによって現場のニーズをもとに共同開発や研究を進めていくプログラムとなっ

ております。当プログラムは、飯塚市といたしましても地方創生加速化交付金事業を活用し、

地域医療連携イノベーション創出事業として支援を行っているところですが、このプログラム

の開始を記念いたしまして、１０月２０日１４時からのがみプレジデントホテルにおきまして、

飯塚メディコラボの内容紹介、パネルディスカッション、施設見学などを内容とする医工学連

携フォーラムを開催いたします。また、翌日２１日には、同じくのがみプレジデントホテルに

おきまして、九州ヘルスケア産業推進協議会、福岡県・大分県・宮崎県が連携して開催する

ニーズ発表会、及び東京都本郷地区に集積している医療機器メーカーと地元ものづくり企業と

の個別面談によるビジネスマッチング会が開催されます。 

今回、開催いたしますメディコラボキックオフイベント及び医療機器ニーズ発表マッチング

会を契機に、新たな参入企業の集積・研究開発の促進及び製品化を加速化させていきたいと考

えております。なお、２０日のフォーラムには、株式会社麻生の麻生泰会長が出席される予定

となっております。また、福岡県からは、調整中と聞いておりますが、副知事の出席が検討さ

れておるところでございます。 

以上、簡単ですが、報告を終わらせていただきます。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「飯まちプレミアム商品券の完売について」、報告を求めます。 

○商工観光課長 

飯まちプレミアム商品券の完売について、ご報告いたします。資料のほうはございません。 

飯塚商工会議所が飯塚市商工会と連携して予約受付しておりましたプレミアム付商品券につ

きましては、４５９９人の応募があり、抽選の結果、２３００人の方が当選されました。当選

者を対象とした１次販売を９月１日から９月９日まで行いましたところ、未引換が７９０冊発

生したため、２次販売を９月１１日に実施いたしまして、合わせて２万冊を完売いたしました。

プレミアム付商品券の有効期限が平成２９年１月３１日まででありますので、期間内の使用に

ついてはホームページ等で周知を図ってまいります。 

以上、簡単でございますが、報告を終わらせていただきます。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「市道上における車両損傷事故について」、２件の報告を求めます。 

○土木管理課長 

市道上における２件の車両損傷事故について、あわせて報告させていただきます。 

１件目の事故は、平成２８年６月３０日午後２時ごろ、潤野地内の市道「太郎丸・相田線」

において、当事者が花瀬方面から潤野方面へ走行中、進行方向左寄りにできたくぼみに、車両

左側前輪を落とし込ませ、左側前輪のタイヤ・ホイールを損傷させたものです。 

次に、平成２８年７月１３日午前８時２０分ごろ、菰田地内の市道「鶴三緒・徳前線」にお
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いて、当事者が徳前方面から菰田方面へ走行中、進行方向左寄りにできたくぼみに車両左側後

輪を落とし込ませ、左側後輪のタイヤを損傷させたものです。両事故とも、過失割合につきま

しては、現在相手方と協議を行っております。 

また、道路の点検補修につきましては、日ごろより市報等での情報提供依頼の掲載や職員へ

の呼びかけ、パトロールなどを行い、補修個所を発見した際には迅速に対応しておりますが、

さらに気をつけて管理を行ってまいります。 

以上簡単ではございますが、報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「平成２８年９月１２日の秋雨前線豪雨による災害について」、報告を求めます。 

○農業土木課長 

平成２８年９月１２日の秋雨前線豪雨による災害発生について、報告をいたします。なお、

この災害報告は公共施設及び農業施設に及んでいますことから、農業土木課から一括で報告さ

せていただきます。災害対象雨量は、９月１２日の降り始めの２時から同日２０時までに

９０ミリメートル、最大１時間雨量で１２日１４時から１５時の２８．５ミリメートルを観測

いたしました。災害の発生状況ですが、横田平原のため池の護岸とその上部を走る市道平原

１号線が３０メートルにわたり被災いたしました。また、穂波管内では舎利蔵川の護岸も被災

しております。 

このような災害発生を受けたことにより、各施設の所管課では、復旧までの通行の安全確保

に努め、被災状況の確認と早期復旧を目指して、復旧の手続を進めているところでございます。 

以上簡単でございますが、今回発生しました災害についての報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「飯塚市立地適正化計画における都市機能誘導区域（案）、居住誘導区域（案）の公

表について」、報告を求めます。 

○地域連携都市政策室長 

現在、策定作業を進めております飯塚市立地適正化計画におきまして、設定が求められてお

ります都市機能誘導区域と居住誘導区域について、それぞれ案として区域を抽出いたしました

ので、ご報告いたします。 

あわせて、本日は５月末に公表しておりましました素案から、地域連携都市政策協議会を初

めとする市民の皆様方からのご意見を踏まえて加筆修正し、現時点での案として取りまとめて

おります計画案（たたき台）のほうもお配りをしております。都市機能誘導区域、居住誘導区

域の設定にあたりましては、それぞれの区域設定の視点をもとに客観的な指標をもって抽出を

行っております。区域設定の視点や指標について、お配りをしております計画案（たたき台）

のほうでご説明をさせていただきます。 

最初に、都市機能誘導区域案を説明させていただきますので、計画案の６１ページをお開き

ください。こちらには都市機能誘導区域の設定方法を記しております。６２ページには、区域

設定を考えるにあたって５つの視点から検討しましたこと、それから、６４ページには、都市

機能誘導区域をそれぞれの区域の持つ役割を考え、５つの型に分類して設定することを示して

おります。また、６６ページから７６ページにかけましては、公共交通の便利さや都市機能の

集積状況、人口密度の状況など、それぞれの区域の類型ごとに客観的な指標をもって抽出しま
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した、そのフローチャートを示しております。この都市機能誘導区域は、最寄りのバス停や鉄

道駅の公共交通施設を中心とした半径８００メートル、あるいは５００メートルの円を基本に、

周辺の土地利用の状況などを加味して区域を設定しております。７８ページからは、そのフ

ローチャートによって抽出された区域を都市機能誘導区域の類型ごとに表示をしておりますが、

詳細につきまして、別途配布しております「都市機能誘導区域案」と左上に記したＡ３サイズ

の図面のほうをご覧ください。こちら、左肩に「都市機能誘導区域案」としましたこの表が

１枚目になりますけれども、こちらが区域案の全体図になります。先ほどお伝えしました、区

域の類型ごとに色分けをして示しております。この資料の２ページから４ページにかけまして

は、区域の類型ごとに示しました全体図を、そして５ページからは各区域の詳細の図面を添付

しております。 

続きまして、居住誘導区域について説明をいたします。計画案のほうの９６ページをお願い

いたします。居住誘導区域におきましても都市機能誘導区域の設定方法と同様に、９７ページ

に区域設定を考えるにあたって４つの視点から検討しましたこと、それから、９８ページには

４つの視点を踏まえて、客観的な指標をもって抽出しました、そのフローチャートを示してお

ります。抽出した区域につきまして、別途配布しております、今度は左肩に「居住誘導区域

案」と記しました、Ａ３サイズの図面でご説明をさせていただきます。居住誘導区域は、先ほ

ど説明をいたしました都市機能誘導区域を含んで設定をしております。このため、少し見づら

いかもしれませんけれども、１ページ目のこの図面で色がついているエリアがすべて居住誘導

区域案となります。２ページ以降は、都市機能誘導区域の各区域に合わせて居住誘導区域を設

定した詳細図面を添付しております。また、１７ページから１９ページにかけましては、居住

誘導区域の設定におきまして基本といたしました、交通便利地域と区域との関係、人口密度と

区域の関係、用途区域と居住誘導区域の関係を示した資料を参考として添付しております。先

ほどご案内いたしました、居住誘導区域の資料につきましては、１７ページのところに居住誘

導区域案と交通便利地域の重ね合わせの図面、それから１８ページのところには、居住誘導区

域案と人口密度の重ね合わせの図面、それから１９ページのところには、居住誘導区域案と用

途区域の重ね合わせの図面をつけております。 

なお、これらの図面と計画案につきましては、広く市民に公表し、ご意見をいただくために、

現在、市のホームページに掲載するほか、本庁、各支所、中央公民館、１２地区公民館に設置

するとともに、市民に対しましては１２地区のまちづくり協議会を基本に説明会を開催させて

いただくよう、各地区のまちづくり協議会や自治会長会と協議をいたしております。この市民

意見の募集期間を１０月１４日までとしておりますので、議員の皆様におかれましても、お気

づきの点などございましたら、ご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。 

少し足早で説明をさせていただきましたけれども、これで一旦報告のほうを終わらせていた

だきます。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「工事請負契約について」、報告を求めます。 

○契約課長 

工事請負契約の締結状況について、お手元に配付いたしております資料によりご報告いたし

ます。今回報告をいたします３件の工事は、土木一式工事２件及び法面工事１件でございます。

入札の執行状況につきましては、業者選考委員会において、１件目及び２件目につきましては、

条件付き一般競争入札実施要領及び運用基準に基づきまして、いずれも市内土木一式工事のⅠ

等級またはⅡ等級に格付けされている要件等を、３件目につきましては、指名競争入札参加者
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指名基準及び運用基準に基づきまして、専門工事「とび（法面）」の市内業者を指名すること

を決定し、入札を執行いたしました。 

次に、入札結果についてご説明いたします。資料の１ページをお願いいたします。秋松橋修

繕工事につきましては、３０者による入札を執行いたしました。その結果、落札額６２８０万

９２０円、落札率８５．２０％で株式会社 クボイが落札しております。なお、本件の入札に

つきましては、変動型最低制限価格方式にて落札者を決定いたしております。 

次に、資料の２ページをお願いいたします。金池用排水路改良工事につきましては、２８者

による入札を執行いたしました。その結果、落札額５９９１万１９２０円、落札率８５．

２０％で松尾建設 有限会社が落札しております。なお、本件の入札につきましても、変動型

最低制限価格方式にて落札者を決定いたしております。 

次に、資料の３ページをお願いいたします。勢田土手外地区急傾斜地崩壊対策（１工区）工

事につきましては、６者による入札を執行いたしました。その結果、落札額が８５４７万

４４４０円、落札率が８６．５０％で株式会社 大原組が落札しております。なお、本件の入

札につきましては、最低制限価格によります６者全者の同額応札があり、地方自治法施行令の

規定に基づき、くじ引きにて落札者を決定いたしております。 

以上簡単ではございますが、工事請負契約についての報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

これをもちまして、経済建設委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


